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議案番号 議　　　        　　案                 名 項

報告第１７号
令和元年生駒市議会第５回（９月）定例会提出議案の結果につ
いて

１

報告第１８号
生駒市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則
の一部を改正する規則の制定について

２

報告第１９号
生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負
担に関する条例施行規則の制定について

１３

報告第２０号
生駒市特定教育・保育施設における給食費徴収規則の制定につ
いて

１７

議案第３０号
生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改
正する規則の制定について

２２

令和元年生駒市教育委員会（第１０回）定例会議案目録



 



 

報告第１７号 

 

   令和元年生駒市議会第５回（９月）定例会提出議案の結果について 

 

 令和元年生駒市議会第５回（９月）定例会提出議案の結果について、生駒市教

育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育

委員会規則第６号）第６条第１号の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和元年１０月２８日提出 

                      生駒市教育委員会 

                      教育長 中 田 好 昭   

 

【提出議案】 

 ・令和元年度生駒市一般会計補正予算（第３回） 

 ・生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について 

 ・生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について 

 ・生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について（追加提案分） 

【審議経過】 

  令和元年９月３日  開会 

  令和元年９月１１日 市民文教委員会 

            予算委員会（市民文教分科会） 

  令和元年９月１３日 予算委員会 

  令和元年９月１９日 決算審査特別委員会（市民文教分科会） 

  令和元年９月２６日 再開（決算議案以外の議決） 

  令和元年１０月２日 決算審査特別委員会 

  令和元年１０月４日 再開（決算議案の議決） 

【結果】 

  原案のとおり可決 
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報告第１８号 

 

   生駒市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則の一部を

改正する規則の制定について 

 

生駒市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について、生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規

則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第６条第５号の規定により、

次のとおり報告する。 

 

  令和元年１０月２８日提出 

                      生駒市教育委員会 

                      教育長 中 田 好 昭 

 

   生駒市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則の一部を改

正する規則 

生駒市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則（平成２７年３

月生駒市規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

生駒市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付

の支給認定に関する規則 

 第１条中「規定する支給認定」を「規定する教育・保育給付認定をいう｡)及び

子育てのための施設等利用給付の支給認定（法第３０条の５第２項に規定する施

設等利用給付認定」に改める。 

第２条（見出しを含む｡)中「第１条第１号」を「第１条の５第１号」に改める。 
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第３条の見出しを「（施設型給付等支給認定申請書）」に改める。 

第５条の見出しを「（施設型給付等支給認定現況届）」に改める。 

第６条の見出しを「（施設型給付等支給認定変更申請書）」に改め、同条中「支

給認定変更申請書」を「施設型給付等支給認定変更申請書」に改める。 

第７条の見出しを「（施設型給付等支給認定申請内容変更届）」に改め、同条中

「支給認定申請内容変更届」を「施設型給付等支給認定申請内容変更届」に改め

る。 

第８条の見出しを「（施設型給付等支給認定証再交付申請書）」に改め、同条中

「支給認定証再交付申請書」を「施設型給付等支給認定証再交付申請書」に改め

る。 

第９条を第１３条とし、第８条の次に次の４条を加える。 

（施設等利用給付認定申請書） 

第９条 府令第２８条の３の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請

書等（様式第６号（その１）及び様式第６号（その２））によるものとする。 

（府令第２８条の５第４号ロ及び第６号の市が定める時間） 

第１０条 府令第２８条の５第４号ロの市が定める期間は、６０日とする。 

２ 府令第２８条の５第６号の市が定める期間は、原則として育児休業の対象と

なる子どもの出産後１年を経過する日の属する月の末日までとする。 

 （施設等利用給付認定変更申請書） 

第１１条 府令第２８条の８の申請書は、施設等利用給付認定変更申請書（様式

第７号（その１）及び様式第７号（その２））によるものとする。 

（施設等利用給付認定申請内容変更届） 

第１２条 府令第２８条の１２の届書は、施設等利用給付認定申請内容変更届（様

式第８号）によるものとする。 

 様式第３号中「支給認定変更申請書」を「施設型給付等支給認定変更申請書」
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に改める。 

 様式第４号中「支給認定申請内容変更届」を「施設型給付等支給認定申請内容

変更届」に改める。 

 様式第５号中「支給認定証再交付申請書」を「施設型給付等支給認定証再交付

申請書」に改め、同様式の次に次の３様式を加える。 
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様式第６号（その１）（第９条関係）

　生駒市長　　殿

※1.

〒 －

〒 －

年 月 日

〒 － ℡

年 月 日

生年月日 　　　　年　　月　　日

個人番号
(マイナンバー)

父携帯　・　母携帯
父勤務先　・　母勤務先
自宅・その他（　　　）

利用開始予定日

利用(予定含む)する幼稚園(子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園)、特別支援学校幼稚部を記入して下さい。
フリガナ

所在地
(　　　)

施設名

申
請

子
ど
も

フリガナ 現住所
申請者と異なる
場合のみ記載

個人番号(マイナンバー)

氏名
生年月日

〒　

居住地

保
護
者

フリガナ

申請
子ども

との続柄

① 父携帯　・　母携帯
父勤務先　・　母勤務先
自宅・その他（　　　）

②

氏名

※　自署の場合は印は不要です。

印

日中の連絡先（電話番号）＊確実に連絡の取れる順に記入して下さい。

現住所が市外の場合
市内転入後の住所

認定希望日（施設利用開始日） 　　　　年　　月　　日

　【申請にあたって同意していただく事項】

施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)

　以上のことに同意し、幼稚園（子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園）、特別支援学校幼稚部の施設等利用
給付認定を希望（幼稚園や特別支援学校の預かり保育事業(※1)は利用しない）するので、子ども・子育て支援法第３０条の５第１項の規定により、次のとお
り施設等利用給付に係る認定を申請します。

預かり保育事業とは、当該幼稚園等が実施する預かり保育事業が、①平日、教育時間を含み提供時間数が８時間未満または②年間開所日数200日未満のいずれかの要件に該当
する場合に利用可能な認可外保育施設を含みます。

      　　年　　月　　日
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様式第６号（その２）（第９条関係）

　生駒市長　殿

※1.

〒 －

〒 －

年 月 日

□

該当する□にレ点を付けて下さい。

（子から見た続柄）　　　　　　

父・母・その他（　　　　　　）

（子から見た続柄）　　　　　　

父・母・その他（　　　　　　）

※2.3.

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

＜必ず裏面も記入して下さい＞

現住所と異なる場合は、記入した住所地の市町村で発行される前年(前々年)1月1日を賦課年度とする市町村民税所得割額がわかる証明書（課税証明書など）を添付し
て下さい。

上記「認定種別」が(第3号)に該当する場合に記入して下さい。

　　　　年　　月　　日

施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号) 

　以上のことに同意し、保護者の就労、疾病その他の理由により、幼稚園・認定こども園・特別支援学校(預かり保育事業も利用する(※1))、認可外保育施設、
一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業の施設等利用給付認定を希望するので、子ども・子育て支援法第３０条の５第1項の規定により、
次のとおり施設等利用給付に係る認定を申請します。

預かり保育事業とは、当該幼稚園等が実施する預かり保育事業が、①平日、教育時間を含み提供時間数が８時間未満または②年間開所日数200日未満のいずれかの要件に該当
する場合に利用可能な認可外保育施設を含みます。

認定希望日（施設利用開始日） 　　　　年　　月　　日

　【申請にあたって同意していただく事項】

居住地

氏名 印 現住所が市外の場合
市内転入後の住所

〒　

フリガナ
申請

子ども
との続柄

※　自署の場合は印は不要です。

① 父携帯　・　母携帯

父勤務先　・　母勤務先

自宅・その他（　　　）

② 父携帯　・　母携帯

父勤務先　・　母勤務先

自宅・その他（　　　）

日中の連絡先（電話番号）＊確実に連絡の取れる順に記入して下さい。 生年月日 　　　　年　　月　　日

個人番号
(マイナンバー)

疾病
障がい等 □

介護
看護

保
護
者

生年月日

認定種別
□ 申請子どもは、認定希望日時点で満３歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過している(第2号)

左記で第3号に該当し、市民税非課税世帯
に該当する場合は、

下の□にレ点を付けて下さい。
□ 申請子どもは、認定希望日時点で満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある(第3号)

市民税所得割非課税に該当

申
請

子
ど
も

フリガナ 現住所
申請者と異なる

場合のみ記載

個人番号(マイナンバー)

氏名

その他（ ）

□ 就労 □
妊娠
出産 □

疾病
障がい等

□
災害
復旧 □

求職
活動等 □ 修学

□ 修学 □ その他（ ）□
介護
看護

□

□
災害
復旧 □

求職
活動等

認定希望日の
前々年1月1日現在の住所
※3

(母親) (父親)
□　現住所と同じ □　現住所と同じ

認定希望日の
前年1月1日現在の住所
※2

(母親) (父親)
□　現住所と同じ □　現住所と同じ

保育を必
要とする

理由

□ 就労 □
妊娠
出産 □

同居者を全員記入して下さい。※個⼈番号欄は、上記「認定種別」が(第3号)に該当する場合に、⽗⺟及び⽣計の中⼼者のみ記入して下さい。

申
請
子
ど
も
の
保
護
者
及
び
同
居
者

（

生
計
の
中
心
者
の
番
号
に
〇
を
付
け
て
下
さ
い
）

フリガナ 申請子ども

との続柄
生年月日

就労・通学・通園先
又は単身赴任先

要介護認定又は

障害者手帳氏名

3
個人番号

□有

2
個人番号

□有

1
個人番号

□有

4
個人番号

□有

5
個人番号

□有

7
個人番号

6
個人番号

□有

□有
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〒 － ℡

年 月 日

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

□ □
□ □ □ □ □ □

□ □ □ □
□ □ （ ） □ □ （ ）

徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　） 徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　）

※複数手段がある場合は全てに○をつけて下さい。 ※複数手段がある場合は全てに○をつけて下さい。

約 分 （往復時間を記入して下さい。） 約 分 （往復時間を記入して下さい。）

□ 無 □ 無

□ 有　⇒ □ 有　⇒

から から

から から

□ 無

□ 有　⇒ 年 月 日

（疾病・障がい名） （手帳交付） （疾病・障がい名） （手帳交付）

□ 有 □ 無 □ 有 □ 無

□入院中　　通院(月・週　　　　回） □入院中　　通院(月・週　　　　回）
□通所・通学（週　　　　回） □通所・通学（週　　　　回）

　施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

災害の状況： 災害の状況：

活動の内容： 活動の内容：

徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　　） 徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　　）

※複数手段がある場合は全てに○をつけて下さい。 ※複数手段がある場合は全てに○をつけて下さい。

約 分 （往復時間を記入して下さい。） 約 分 （往復時間を記入して下さい。）

□ 週 □ 週

□ 月 □ 月
保育を行うことが困難と認められる内容 保育を行うことが困難と認められる内容

添付書類 （以下の中から該当する書類を添付して下さい）
1 外勤の方

内職の方

自営業の方

2 出産予定の方（出産前８週間・後８週間）

3 保護者が病気治療中の方

4 保護者が心身に障がいをお持ちの方

5 保護者が看護・介護に当たっている方

6 保護者が修学中の方

7 保護者が求職中の方

8 認可外保育施設の利用を希望される方

幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部を利用する(予定含む)方は記入して下さい。

施設名
利用開始予定日

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業を利用する(予定含む)方は記入して下さい。

フリガナ
所在地

(　　　)

フリガナ 利用するサービス
の種類

所在地 利用開始予定日
施設名

認可外  ・  一時預かり
病児保育・子育て援助活動

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

保育を必要とする理由に応じて記入して下さい。

認可外  ・  一時預かり
病児保育・子育て援助活動

　　　　年　　月　　日

認可外  ・  一時預かり
病児保育・子育て援助活動

　　　　年　　月　　日

就
労

就労
種別

居宅外労働 居宅外労働

認可外  ・  一時預かり
病児保育・子育て援助活動

内職 その他： 内職 その他：

前年１月１
日以降の転

職

就労先名：

就労先名： 就労先名：

就労期間：

自営　⇒ 自宅 中心者 自営　⇒ 自宅 中心者

母親の状況 父親の状況

自宅以外 協力者 自宅以外 協力者

通勤手段
・時間

通勤手段 通勤手段

通勤時間 通勤時間

就労期間：

就労先名：

就労期間： 就労期間：

介
護
・
看
護

被介護者名 （申請子どもとの続柄：　　　　） （申請子どもとの続柄：　　　　）

傷病・障がい名

受診等
の状況

妊娠・出産
（申請時点） （予定日）

疾病・障がい
等

災害復旧

求職活動等

修
学

通学手段
・時間

通学手段 通学手段

通学時間 通学時間

修学の
目的

□　卒業後就労するため　□その他（ 　　　　）

（就労日数・時間）

年

出産・修学申立書（所定様式）及び在学証明書（学生証の写し）と授業カリキュラム

月 日まで

□　卒業後就労するため　□その他（ 　　　　）

期間 年 月 日まで

求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書（所定様式）

保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

日、１日 時間就労

その他

卒業後
の予定

（就労日数・時間） 日、１日 時間就労

勤務証明書（所定様式）

内職証明書（所定様式）

自営申立書（所定様式）に証明及び自営を証するもの

出産・修学申立書（所定様式）に記入及び母子健康手帳の表紙・出産予定日等の記載のあるところ
の写し

診断書（所定様式）

診断書（所定様式）に記入及び身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し（交付を受けて
いる方）

診断書（所定様式）の記入及び身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し（交付を受けて
いる方）

①

②

①

②

①

②

①

②
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様式第７号（その１）（第１１条関係）

　生駒市長　　殿

※1.

〒 －

〒 －

年 月 日

〒 － ℡

年 月 日

施設等利用給付認定変更申請書(法第30条の4第1号)

　以上のことに同意し、幼稚園（子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園）、特別支援学校幼稚部の施設等利用
給付認定を希望（幼稚園や特別支援学校の預かり保育事業(※1)は利用しない）するので、子ども・子育て支援法第３０条の８第１項の規定により、次のとお
り施設等利用給付に係る認定を申請します。

預かり保育事業とは、当該幼稚園等が実施する預かり保育事業が、①平日、教育時間を含み提供時間数が８時間未満または②年間開所日数200日未満のいずれかの要件に該当
する場合に利用可能な認可外保育施設を含みます。

      　　年　　月　　日

認定希望日（施設利用開始日） 　　　　年　　月　　日

　【申請にあたって同意していただく事項】

保
護
者

フリガナ

申請
子ども

との続柄

① 父携帯　・　母携帯
父勤務先　・　母勤務先
自宅・その他（　　　）

②

氏名

※　自署の場合は印は不要です。

印

日中の連絡先（電話番号）＊確実に連絡の取れる順に記入して下さい。

現住所が市外の場合
市内転入後の住所

〒　

居住地

個人番号(マイナンバー)

氏名
生年月日

申
請

子
ど
も

フリガナ 現住所
申請者と異なる
場合のみ記載

利用開始予定日

利用(予定含む)する幼稚園(子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園)、特別支援学校幼稚部を記入して下さい。
フリガナ

所在地
(　　　)

施設名

生年月日 　　　　年　　月　　日

個人番号
(マイナンバー)

父携帯　・　母携帯
父勤務先　・　母勤務先
自宅・その他（　　　）
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様式第７号（その２）（第１１条関係）

　生駒市長　殿

※1.

〒 －

〒 －

年 月 日

□

該当する□にレ点を付けて下さい。

（子から見た続柄）　　　　　　

父・母・その他（　　　　　　）

（子から見た続柄）　　　　　　

父・母・その他（　　　　　　）

※2.3.

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

＜必ず裏面も記入して下さい＞

7
個人番号

6
個人番号

□有

□有

5
個人番号

□有

4
個人番号

□有

□有

1
個人番号

□有

同居者を全員記入して下さい。※個⼈番号欄は、上記「認定種別」が(第3号)に該当する場合に、⽗⺟及び⽣計の中⼼者のみ記入して下さい。

申
請
子
ど
も
の
保
護
者
及
び
同
居
者

（

生
計
の
中
心
者
の
番
号
に
〇
を
付
け
て
下
さ
い
）

フリガナ 申請子ども

との続柄
生年月日

就労・通学・通園先
又は単身赴任先

要介護認定又は

障害者手帳氏名

3
個人番号

□有

2
個人番号

□
災害
復旧 □

求職
活動等

認定希望日の
前々年1月1日現在の住所
※3

(母親) (父親)
□　現住所と同じ □　現住所と同じ

認定希望日の
前年1月1日現在の住所
※2

(母親) (父親)
□　現住所と同じ □　現住所と同じ

保育を必
要とする

理由

□ 就労 □
妊娠
出産 □ その他（ ）

□ 就労 □
妊娠
出産 □

疾病
障がい等

□
災害
復旧 □

求職
活動等 □ 修学

□ 修学 □ その他（ ）□
介護
看護

□
疾病
障がい等 □

介護
看護

保
護
者

生年月日

認定種別
□ 申請子どもは、認定希望日時点で満３歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過している(第2号)

左記で第3号に該当し、市民税非課税世帯
に該当する場合は、

下の□にレ点を付けて下さい。
□ 申請子どもは、認定希望日時点で満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある(第3号)

市民税所得割非課税に該当

申
請

子
ど
も

フリガナ 現住所
申請者と異なる

場合のみ記載

個人番号(マイナンバー)

氏名

① 父携帯　・　母携帯

父勤務先　・　母勤務先

自宅・その他（　　　）

② 父携帯　・　母携帯

父勤務先　・　母勤務先

自宅・その他（　　　）

日中の連絡先（電話番号）＊確実に連絡の取れる順に記入して下さい。 生年月日 　　　　年　　月　　日

個人番号
(マイナンバー)

現住所が市外の場合
市内転入後の住所

〒　

フリガナ
申請

子ども
との続柄

※　自署の場合は印は不要です。

現住所と異なる場合は、記入した住所地の市町村で発行される前年(前々年)1月1日を賦課年度とする市町村民税所得割額がわかる証明書（課税証明書など）を添付し
て下さい。

上記「認定種別」が(第3号)に該当する場合に記入して下さい。

　　　　年　　月　　日

施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号) 

　以上のことに同意し、保護者の就労、疾病その他の理由により、幼稚園・認定こども園・特別支援学校(預かり保育事業も利用する(※1))、認可外保育施設、
一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業の施設等利用給付認定を希望するので、子ども・子育て支援法第３０条の８第1項の規定により、
次のとおり施設等利用給付に係る認定を申請します。

預かり保育事業とは、当該幼稚園等が実施する預かり保育事業が、①平日、教育時間を含み提供時間数が８時間未満または②年間開所日数200日未満のいずれかの要件に該当
する場合に利用可能な認可外保育施設を含みます。

認定希望日（施設利用開始日） 　　　　年　　月　　日

　【申請にあたって同意していただく事項】

居住地

氏名 印

9



〒 － ℡

年 月 日

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

〒　　　－

TEL:　　　－　　　－　　　

□ □
□ □ □ □ □ □

□ □ □ □
□ □ （ ） □ □ （ ）

徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　） 徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　）

※複数手段がある場合は全てに○をつけて下さい。 ※複数手段がある場合は全てに○をつけて下さい。

約 分 （往復時間を記入して下さい。） 約 分 （往復時間を記入して下さい。）

□ 無 □ 無

□ 有　⇒ □ 有　⇒

から から

から から

□ 無

□ 有　⇒ 年 月 日

（疾病・障がい名） （手帳交付） （疾病・障がい名） （手帳交付）

□ 有 □ 無 □ 有 □ 無

□入院中　　通院(月・週　　　　回） □入院中　　通院(月・週　　　　回）
□通所・通学（週　　　　回） □通所・通学（週　　　　回）

　施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

災害の状況： 災害の状況：

活動の内容： 活動の内容：

徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　　） 徒歩・自転車・バス・自動車・電車・その他（　　　　）

※複数手段がある場合は全てに○をつけて下さい。 ※複数手段がある場合は全てに○をつけて下さい。

約 分 （往復時間を記入して下さい。） 約 分 （往復時間を記入して下さい。）

□ 週 □ 週

□ 月 □ 月
保育を行うことが困難と認められる内容 保育を行うことが困難と認められる内容

添付書類 （以下の中から該当する書類を添付して下さい）
1 外勤の方

内職の方

自営業の方

2 出産予定の方（出産前８週間・後８週間）

3 保護者が病気治療中の方

4 保護者が心身に障がいをお持ちの方

5 保護者が看護・介護に当たっている方

6 保護者が修学中の方

7 保護者が求職中の方

8 認可外保育施設の利用を希望される方

求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書（所定様式）

保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

日、１日 時間就労

その他

卒業後
の予定

（就労日数・時間） 日、１日 時間就労

勤務証明書（所定様式）

内職証明書（所定様式）

自営申立書（所定様式）に証明及び自営を証するもの

出産・修学申立書（所定様式）に記入及び母子健康手帳の表紙・出産予定日等の記載のあるところ
の写し

診断書（所定様式）

診断書（所定様式）に記入及び身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し（交付を受けて
いる方）

診断書（所定様式）の記入及び身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し（交付を受けて
いる方）

出産・修学申立書（所定様式）及び在学証明書（学生証の写し）と授業カリキュラム

月 日まで

□　卒業後就労するため　□その他（ 　　　　）

期間 年 月 日まで

災害復旧

求職活動等

修
学

通学手段
・時間

通学手段 通学手段

通学時間 通学時間

修学の
目的

□　卒業後就労するため　□その他（ 　　　　）

（就労日数・時間）

年

介
護
・
看
護

被介護者名 （申請子どもとの続柄：　　　　） （申請子どもとの続柄：　　　　）

傷病・障がい名

受診等
の状況

妊娠・出産
（申請時点） （予定日）

疾病・障がい
等

就労期間：

就労先名：

就労期間： 就労期間：

自宅以外 協力者 自宅以外 協力者

通勤手段
・時間

通勤手段 通勤手段

通勤時間 通勤時間

自営　⇒ 自宅 中心者 自営　⇒ 自宅 中心者

母親の状況 父親の状況

就
労

就労
種別

居宅外労働 居宅外労働

認可外  ・  一時預かり
病児保育・子育て援助活動

内職 その他： 内職 その他：

前年１月１
日以降の転

職

就労先名：

就労先名： 就労先名：

就労期間：

認可外  ・  一時預かり
病児保育・子育て援助活動

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

保育を必要とする理由に応じて記入して下さい。

認可外  ・  一時預かり
病児保育・子育て援助活動

　　　　年　　月　　日

認可外  ・  一時預かり
病児保育・子育て援助活動

　　　　年　　月　　日

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業を利用する(予定含む)方は記入して下さい。

フリガナ
所在地

(　　　)

フリガナ 利用するサービス
の種類

所在地 利用開始予定日
施設名

幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部を利用する(予定含む)方は記入して下さい。

施設名
利用開始予定日

①

②

①

②

①

②

①

②
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様式第８号（第１２条関係）

生駒市長　殿

印

認 定 子 ど も の
個 人 番 号

理 由 変 更 が
発 生 し た 日

年　　月　　日

連 絡 先

認 定 子 ど も の 氏 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□第１号
　　　子ども・子育て支援法第30条の４　□第２号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□第３号

保 育 の 必 要 性
の 理 由

□無　　□有（理由：　　　　　　　　　　　）

そ の 他

保 護 者 と の 続 柄

保 育 の 必 要 性 の 理 由
( 有 の 場 合 の み )

変

更

内

容

変　更　前 変　更　後

保 護 者 の 氏 名

保 護 者 の 生 年 月 日 年　　月　　日 年　　月　　日

住 所

保 護 者 の 個 人 番 号

変 更 す る 理 由

生 年 月 日

個 人 番 号

連 絡 先

　子ども・子育て支援法施行規則第28条の12第１項の規定により、子育てのための施設等利用
給付認定を受けた内容を変更する必要が生じたので、届け出ます。

現

在

の

認

定

状

況

認 定 番 号

認 定 子 ど も の 氏 名

認 定 子 ど も の
生 年 月 日

年　　月　　日

利 用 施 設 ・
事 業 所 名

認 定 区 分

保 護 者 と の 続 柄

氏 名

年 月 日

施設等利用給付認定申請内容変更届

保 護 者 住 所
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附 則 

 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 
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報告第１９号 

 

   生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に 

関する条例施行規則の制定について 

 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

施行規則の制定について、生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する

規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第６条第５号の規定により、

次のとおり報告する。 

 

  令和元年１０月２８日提出 

                      生駒市教育委員会 

                      教育長 中 田 好 昭 

 

   生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用

者負担に関する条例（令和元年８月生駒市条例第１２号。以下「条例」という｡)

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 

 （世帯の状況に変更があった場合の利用者負担額の変更等） 

第３条 市長は、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）

第７条第１項の規定により、教育・保育給付認定保護者に対し、利用者負担額
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に関する事項を通知した後において、当該教育・保育給付認定保護者の属する

世帯の状況について変更があったときは、その変更の内容により、階層区分の

認定を変更し、及び当該利用者負担額を変更することができる。 

 （所得を判断できない場合等の階層区分の仮認定） 

第４条 市長は、教育・保育給付認定保護者から子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第２２条の規定による利用者負担額の算定のために必要な

事項についての届出がないとき、又は当該事項について公簿等によって確認す

ることができないときは、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の前年

の９月以後の期間に係る階層区分の認定の状況その他当該世帯の事情を勘案

し、階層区分の仮認定を行うものとする。 

 （利用者負担額の減免） 

第５条 条例第４条の規定による利用者負担額の減免は、次の各号に掲げる場合

に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。 

 (1) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯（Ｃ２階層からＣ１ ８階層までのい

ずれかの階層に該当する世帯に限る｡)に係る利用者負担額の減免に係る申請

を受理した日（以下「申請日」という｡)の直近３月分の収入により推定され

る１年間の所得が、その前年分の所得（当該申請日が４月から８月までの日

である場合は、前々年分の所得）と比較して６割未満になると推定される場

合 ５割減額 

 (2) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯（Ｃ１階層からＣ１ ８階層までのい

ずれかの階層に該当する世帯に限る｡)が、災害によりその居住する家屋に甚

大な損害を受けた場合 全壊、全焼又は流失にあっては全額、半壊又は半焼

にあっては５割減額 

２ 条例第４条の規定により減免を受けようとする者は、利用者負担額減免申請

書（別記様式）を市長に提出しなければならない。 
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３ 前項の利用者負担額減免申請書には、第１項第１号の規定に該当する場合に

あっては申請日の直近３月分の世帯の収入を証明する書類を、同項第２号の規

定に該当する場合にあってはり災証明書を、それぞれ添付しなければならない。 

４ 市長は、第２項の規定による申請があったときは、減免の可否を決定し、当

該申請をした者に通知するものとする。 

（利用者負担額の還付） 

第６条 条例第５条の規定により利用者負担額を還付できる理由は、特定教育・

保育施設に在籍している小学校就学前子どもが病気等により、１月内に連続１

０日以上当該特定教育・保育施設を欠席したこととする。 

 （規則で定める生計を一にする子） 

第７条 条例別表備考第６項第１号の規則で定める生計を一にする子は、当該年

度（４月分から８月分までの利用者負担額にあっては、前年度）の初日の属す

る年の前年の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１３条第２項に規定

する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が３８万円以下の子

であって、他の者の控除対象配偶者（同法第２９２条第１項第８号に規定する

控除対象配偶者をいう｡)又は扶養親族（同項第９号に規定する扶養親族をい

う｡)とされていない２０歳未満のものとする。 

 （施行の細目） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （生駒市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の廃止） 

２ 生駒市立幼稚園保育料徴収条例施行規則（平成１３年６月生駒市規則第１７

号）は、廃止する。 
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別記様式（第５条関係） 

 

利用者負担額減免申請書 

 

年  月  日  

 

園児又は児童名 

保 護 者 名          ㊞  

 

 

 次の理由により利用者負担額の減免を申請します。 
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報告第２０号 

 

   生駒市特定教育・保育施設における給食費徴収規則の制定について 

 

生駒市特定教育・保育施設における給食費徴収規則の制定について、生駒市教

育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委

員会規則第６号）第６条第５号の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和元年１０月２８日提出 

                      生駒市教育委員会 

                      教育長 中 田 好 昭 

 

   生駒市特定教育・保育施設における給食費徴収規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、特定教育・保育施設の小学校就学前子どもに提供する給食

に要する費用（以下「給食費」という｡)の徴収に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 (1) 小学校就学前子ども 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。

以下「法」という｡)第６条第１項に規定する小学校就学前子どもをいう。 

 (2) 教育・保育給付認定保護者 法第２０条第４項に規定する教育・保育給付

認定保護者をいう。 

 (3) 特定教育・保育施設 法第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設を

17



 

いう。 

 (4) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３

号。以下「令」という｡)第４条第１項第１号に規定する教育認定子どもをい

う。 

 (5) 満３歳以上保育認定子ども 令第４条第１項第２号に規定する満３歳以

上保育認定子どもをいう。 

 (6) 満３歳未満保育認定子ども 令第４条第２項に規定する満３歳未満保育

認定子どもをいう。 

 （給食の申込み及び停止） 

第３条 給食の提供を希望する教育認定子どもの教育・保育給付認定保護者は、

給食の提供を希望する月の前月の１５日までに、所定の届出書を特定教育・保

育施設に提出しなければならない。 

２ 給食の提供の停止を希望する教育認定子どもの教育・保育給付認定保護者は、

給食の提供の停止を希望する月の前月の１５日までに、所定の届出書を特定教

育・保育施設に提出しなければならない。 

 （給食費の月額等） 

第４条 教育認定子ども及び満３歳以上保育認定子どもに係る給食費の月額は別

表のとおりとし、満３歳未満保育認定子どもに係る給食費の月額は生駒市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例（令和元年

８月生駒市条例第１２号）別表に定める利用者負担額に含まれるものとする。 

２ 満３歳以上保育認定子どもに係る給食費について、１月当たりの欠食日数が

連続して１０日以上となるときは、２８０円に当該満３歳以上保育認定子ども

の欠食日数を乗じて得た額（欠食日数が月の初日から末日までの全日数にわた

るときは給食費の月額の全額）を当該満３歳以上保育認定子どもの教育・保育

給付認定保護者に還付するものとする。 
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 （給食費の納付） 

第５条 教育・保育給付認定保護者は、給食費を給食の提供を受けた月の翌月の

１０日までに市に納付しなければならない。 

 （施行の細目） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

 １ 教育認定子どもに係る給食費 

  第1子 第2子 第3子以降 

生 活 保 護 法

(昭 和 25年法

律 第 144 号 )

に よ る 被 保

護 世帯 (単給

世 帯 を 含

む ｡ ) 及 び 中

国 残 留 邦 人

等 の 円 滑 な

帰 国 の 促 進

並 び に 永 住

帰 国 し た 中

国 残 留 邦 人

等 及 び 特 定

配 偶 者 の 自

立 の 支 援 に

関 す る 法 律

( 平 成 6 年 法

律 第 30号 )に

よ る 支 援 給

付 受 給 世 帯

(以 下 「 要保

護世帯」とい

う｡) 

主食費 30円に1月の提供回数を乗じて得た額 

副 食 費 ( お や

つ代を除く｡) 

0円 0円 0円 

おやつ代 40円 に 1月 の 提 供 回 数 を 乗

じて得た額 

0円 

市 町 村 民 税

が 非 課 税 の

世 帯 又 は 市

町 村 民 税 所

得 割 合 算 額

が 77,100 円

以 下 の 世 帯

(要 保 護 世帯

を除く｡) 

主食費 30円に1月の提供回数を乗じて得た額 

副 食 費 ( お や

つ代を除く｡) 

0円 0円 0円 

おやつ代 40円 に 1月 の 提 供 回 数 を 乗

じて得た額 

0円 

そ の 他 の 世

帯 

主食費 30円に1月の提供回数を乗じて得た額 

副 食 費 ( お や

つ代を除く｡) 

240円に 1月の提供回数を乗

じて得た額 

0円 

おやつ代 40円 に 1月 の 提 供 回 数 を 乗

じて得た額 

0円 

 備考 この表の「市町村民税所得割合算額」とは、令第４条第２項第２号に規
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定する市町村民税所得割合算額をいう。 

  

 ２ 満３歳以上保育認定子どもに係る給食費 

  第1子 第2子 第3子以降 

要保護世帯 主食費 600円 600円 600円 

副食費 0円 0円 0円 

市 町 村 民 税 が

非 課 税 の 世 帯

又 は 市 町 村 民

税 所 得 割 合 算

額 が 57,699 円

以下の世帯(要

保 護 世 帯 を 除

く｡) 

主食費 600円 600円 600円 

副食費 0円 0円 0円 

その他の世帯 主食費 600円 600円 600円 

副食費 5,000円 5,000円 0円 

 備考 この表の「市町村民税所得割合算額」とは、令第４条第２項第２号に規

定する市町村民税所得割合算額をいう。  
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議案第３０号 

 

生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する 

規則の制定について 

 

上記議案を提出する。 

 

  令和元年１０月２８日提出 

                      生駒市教育委員会 

                      教育長 中 田 好 昭 

 

生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３１年４月生駒市教

育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「８月３１日」を「８月２４日」に、「９月１日」を「８月２５日」に

改める。 

第３条第１項第３号中「８月３１日」を「８月２４日」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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